
社会保険労務士　西川みさき

資料出所：社会保険庁HP

いわゆる『宙に浮いた年金記録』の統合・確認を目的とする『ねんきん特別便』が、

記録が結びつくと推定される方から優先的に次のような順番で送付されます。

（平成19年12月よりすでに実施）

（1）未統合記録と氏名、性別及び生年月日が一致し、記録が結びつくと推定される方

（2）未統合記録と氏名、性別及び生年月日の一部が一致し、同一人と推定できる

場合であり、記録が結びつくと推定される方

（3）すでに年金を受け取られているその他の方

（4）今後年金を受け取る予定のその他の方

＊当初平成20年4月より送付される予定だった『ねんきん定期便』（加入記録等の

　お知らせ）の本格実施は１年遅れとなっています。

「ねんきん特別便」に記載された加入記録を確認して

●訂正がない場合：「確認はがき」を郵送

●訂正がある場合：年金記録照会票に記入して手続き
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約5,000万件の未統合年金加入記録の照合についてのお知らせ

『ねんきん特別便』がいよいよ本格実施になります

「ねんきん特別便」と「ねんきん定期便」の関係
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（約3,000万人）
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（約7,000万人）
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